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第１章 策定にあたって

１ 策定の趣旨

社会教育計画は、生涯学習の理念(※１)の実現を目指し、社会教育（※２）に

関する施策を体系的かつ計画的に推進するために策定するものです。

本町では、平成１９年度に「第１次八峰町社会教育中期計画」を策定し、以後、

町民のニーズや社会情勢、国・県の動向と捉え、５年ごとに見直しを行っています。

本計画は、これらを踏まえ第４次計画に基づく社会教育の取組の評価と課題を検

証しながら、令和８年度から１２年度までの５年間における本町社会教育の指針と

具体的な施策の方向性を示すため「第５次八峰町社会教育中期計画」を策定するも

のです。

※１ 生涯学習の理念

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ

て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこと

のできる社会の実現が図られなければならない。（教育基本法第３条）

※２ 社会教育

社会教育法では、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に

対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む）と定義している。

２ 計画の位置づけと期間

本計画は、八峰町総合計画を上位計画とする個別計画です。社会教育法第３条

に規定された地方公共団体の任務を果たし、同法第５条の市町村教育委員会の事

務の内容を具現化するものです。

本計画の期間は令和８年度から１２年度までの５年間とします。

なお、状況の変化などにより、必要に応じて計画内容を見直すこととします。

３ 国および秋田県の動向

(１) 国の動向

ア 教育基本法の改正

平成１８年１２月には、時代の変化に対応すべく、約６０年ぶりに改正された教

育基本法に「生涯学習の理念（※１）」（第３条）が規程されたことをはじめ、「教

育の目標」（第２条）、「家庭教育」（第１０条）、「幼児期の教育」（第１１条）、

「社会教育」（第１２条）、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」（第

１３条）等の規定の充実が図られました。
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イ 教育振興基本計画

令和５年６月には、第４期教育振興基本計画が策定され、コンセプトとして「２

０４０年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差

したウェルビーイング（※３）の向上」を掲げ、５つの基本的な方針「グローバル

化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」「誰一人取り残されず、

全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」「地域や家庭で

共に学び支えある社会の実現に向けた教育の推進」「教育デジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）の推進」「計画の実効性確保のための基盤整備・対話」に基づ

き様々な施策を講ずることとしています。

※３ ウェルビーイング

身体的、精神的、社会的に良好で満たされた「よい状態」を指す概念（ＷＨＯ憲章におけ

る「健康の定義」）

(２) 秋田県の動向

令和７年３月に「第４期あきたの教育振興に関する基本計画」が策定され、「ふ

るさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれる人づくり」を目指す姿とし、

その実現に向けての６つの基本方針の一つとして「誰もが生涯にわたり学び続けら

れる環境の構築」が掲げられています。

更に施策の柱として「多彩な学びの場づくりと学びを生かした地域づくりの推進」

「良質な文化芸術に親しむ機会の充実と文化遺産の保存・活用」が示されています。

第２章 現状と課題

１ 社会教育の現状

本町は、県内の他市町村と同様に人口減少、少子高齢化、就業人口の減少、経済

力の低下や雇用問題などの社会問題に直面しており、地域力の低下が懸念されてい

ます。

また、グローバル化の進展、地域間格差、地域コミュニティの弱体化、技術革新

などにより、私たちを取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しています。これに伴

い新たな課題が生ずるなど、求められる学習ニーズも日々多様化・変遷しています。

こうした状況の中で、生涯学習活動を活発化していくことは、個人の人生を豊か

にするとともに、その学習の成果を地域社会に還元することにより、魅力と活力あ

る地域づくりにつながっていきます。

町民一人ひとりの生涯を通じた学習を支援するとともに、現代社会の課題に対応

した社会教育を推進し、その成果を適切に生かすことのできる社会を実現すること

が、本町にとってますます重要になっています。

【生涯学習等の現状と課題】

人生をより豊かなものにするために、様々な課題に応じ生涯にわたって学び、自
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らの能力を高めていくことが重要です。誰もが生涯にわたり学び、地域の一員とし

て活動できるよう支援する必要があります。

町では社会教育施設を、町民の学びや交流の場として総合的に整備し、地域社

会の活力の維持及び発展に努めてきましたが、ファガス・峰栄館とも建設から３０

年以上が経過し老朽化してきていることから、施設の改修など適切な維持管理が課

題となっています。

【芸術・文化等の現状と課題】

芸術・文化活動は、地域で生活をしていく町民に、うるおいとやすらぎ、生き

がいをもたらすとともに、人と人を結び、地域に元気を与え、魅力ある地域づく

りにも寄与するものです。町では芸術・文化関連の団体や郷土芸能等の支援を行

うとともに、町民が芸術・文化に親しむ機会として、各種事業を行っていますが、

人口減少や高齢化により今後の団体活動の継続が課題となっています。

○八峰町芸術文化協会の構成団体・個人（令和７年４月１日現在）

書道３、大正琴１、郷土芸能１、俳句１、舞踊１、囲碁１、音楽１、短歌１、太

鼓２、コーラス２、読み聞かせ１、手芸１、芸能１、民謡１

○町にある指定文化財（令和７年４月１日現在）

・町有形文化財５件 下坊中の板碑 貞治三年銘の板碑 椿銀山山神社拝殿、同

大鳥居 同石灯籠

・町無形文化財２件 石川駒踊り 目名潟通り音頭

・町史跡記念物１件 大間越街道

・町天然記念物３件 長泉寺「しなの木」 沢目神社「えのき」 旦那の「いち

ょう」

○県天然記念物１件 八森椿海岸柱状節理群

【スポーツ等の現状と課題】

本町では、スポーツ協会と公民館が中心となって各種スポーツ大会やスポーツ

教室を開催しています。スポーツ協会は、会員の高齢化や競技人口の減少が課題

になっており「競技スポーツ」としての色彩よりも「生涯スポーツ」としての比

重が高まりつつあります。

平成２３年に総合型地域スポーツクラブとして発足した「八森はたはたスポー

ツクラブ」は、運営委員のほか、一般３団体、バドミントンクラブで活動してい

ます。

スポーツ少年団は、学童野球とミニバスケットボール各１団、計２団体が登録

されています。課題としては、スポーツ少年団加入率の大幅な減少と、平日でも

指導にあたることが出来る指導者等の確保と育成があげられます。
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スポーツ施設としては、体育館、野球場、土床体育館などが整備されています

が、各種施設が老朽化し適切な維持管理が課題となっています。

○八峰町スポーツ協会の構成スポーツ団体

野球、バスケットボール、バレーボール、スキー、山の会、歩くスキー、ゴルフ、

ソフトテニス、八森はたはたスポーツクラブ

○総合型地域スポーツクラブの構成スポーツ団体

ユニカール、健康たいそう、バドミントン

○八峰町スポーツ少年団の構成スポーツ団体

学童野球、ミニバスケットボール

○町内スポーツ・レクリエーション施設

・岩館海浜プール

・御所の台ふれあいパーク周辺：パターゴルフ場、オートキャンプ場、

ハタハタ館、あきた白神体験センター

・八森土床体育館

・八森体育館

・峰栄館周辺：峰浜野球場、ゲートボール場、峰浜土床体育館

・ポンポコ山公園：グラウンドゴルフ場、バンガロー

・町内小中学校の体育館等

・中央公園

２ 本町の取り組み

本町においては、令和７年度に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」「総合振興

計画」「行政改革大綱」を一体化し、令和８年度から令和１７年度までの１０年間

を計画期間とする「基本構想」および令和８年度から令和１２年度までの５年間を

計画期間とする「前期基本計画」からなる「総合計画」を策定しております。

このなかで「自然の力をまちの力に！八峰、新しい挑戦へ」を基本理念としてい

ます。この基本理念を基に、「誰もが安心して暮らせるまち」「誰もが活躍して活

気あふれるまち」「誰もが幸せで笑顔あふれるまち」を将来像としております。

基本計画第１章「安心に暮らし学べるまち」の中で「生涯学習等の促進」を位置

づけ、「生涯学習の促進」「芸術・文化活動の振興と伝統文化・芸能の保存と継承」

「スポーツ・レクリエーション活動の充実」の３つを掲げています。

このため、「第５次八峰町社会教育中期計画」策定にあたっては、上位計画であ

る八峰町総合計画に添った形で関係部門の計画の策定を進めていきます。
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３ 第４次計画の評価

第４次八峰町社会教育中期計画（令和３年～令和７年）について、基本方針ごと

に具体的な施策と成果目標の評価を掲載しました。



【具体的な施策】
R3 R4 R5 R6 R7
評価 評価 評価 評価 評価

①家庭教育に関する情報提供、啓発活動、親子参画行事等を行います。 ○ ○ ○ ○ ○

②放課後子ども教室等を実施します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③青少年育成町民会議等の活動を支援します。 － ○ ○ ○ ○

④地域未来塾を実施します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤
家庭、学校、ＰＴＡ、関係団体等の連携・協力によりインターネットの適正
利用の啓発等を行います。

－ × × × ○

⑥ファガス、峰栄館の育児コーナーの充実とＰＲを図ります。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

総評 ○ ○ ○ ○ ○

R3 R4 R5 R6 R7
評価 評価 評価 評価 評価

①ファガス、峰栄館を適切に維持管理し、必要に応じ改修事業を行います。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

②あきた白神体験センター等の施設の充実を図ります。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③学校施設の開放と利用促進を図ります。 ○ ○ ○ ○ ○

④
図書購入や図書システムの充実を図るとともに、司書を活用して町民の読書
活動を支援します。

○ ○ ○ ○ ○

⑤地域課題に対応した図書室を推進します。 ○ ○ ○ ◎ ◎

⑥移動図書館車の効果的な運用を図ります。 ○ ○ ○ ○ ○

⑦日沼賴夫文庫の利用促進を図ります。 ○ ○ ○ ○ ○

⑧子ども司書の養成や利用者拡充のための図書イベント等に取り組みます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑨地域学校協働活動の充実を図ります。 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

⑩放課後チャレンジ教室（放課後子ども教室）の充実を図ります。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑪あきた白神体験センター等を活用した自然体験活動を推進します。 ○ ○ ○ ○ ○

⑫ふるさと学習として白神山地の学習やジオパークの学習等を推進します。 ○ ○ ○ ◎ ◎

⑬
さまざまな分野でボランティアとして活動できる高校生を募集し、その拡充
を図ります。

× ○ ○ ○ ○

⑭
現在の講座を充実させるとともに、町民の学習ニーズにあった講座を企画、
提供します。特に男性の参加が高まるような講座を企画、提供するように努
めます。

○ ○ ○ ○ ○

⑮職員出前講座を充実させます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑯町が抱えるさまざまな地域課題に対応した講座を行います。 ○ ○ ○ ○ ○

総評 ○ ○ ○ ○ ○

３　第４次計画の評価

施策・事業
◎重点実施、〇実施、×未実施、－コロナ禍により中止、／事業廃止

施策・事業
◎重点実施、〇実施、×未実施、－コロナ禍により中止

区
分

区
分

Ⅰ　

家
庭
教
育
の
充
実

Ⅱ　

社
会
教
育
の
充
実
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R3 R4 R5 R6 R7

評価 評価 評価 評価 評価

①生涯学習奨励員の活動を支援します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

②自主活動グループ等への支援に努めます。 ○ ○ ○ ○ ○

③ことぶき大学等の支援を行います。 － ○ ○ ○ ○

④自主学習の指導者の発掘、育成を行います。 ○ ○ ○ ○ ◎

⑤学習成果を活かす活動や発表の場を開拓します。 － ○ ○ ○ ○

⑥ボランティア活動の情報提供、相談体制の整備を行います。 × ○ ◎ ◎ ◎

総評 ○ ○ ○ ○ ○

R3 R4 R5 R6 R7
評価 評価 評価 評価 評価

①町文化祭を開催します。 － ○ ○ ○ ○

②文化講演会や芸術・文化観賞会等を開催します。 － ○ ○ ○ ○

③移動県立美術館を誘致します。 × × × × ×

④町芸術文化協会等を支援します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤国際教養大学等との国際文化交流を促進します。 ○ ○ ○ ○ ○

⑥
創作太鼓をはじめ、各種団体やグループ等による芸術文化イベントを支援し
ます。

○ ○ ○ ○ ○

⑦あきた白神子ども俳画大会を継続します。 ○ ○ ○

⑧美術大学等との連携・協力により文化資源の発掘や創出・育成に努めます。 × ○ ○ × ×

⑨
郷土芸能の記録・保存に努めるとともに、各団体の後継者育成を後押ししま
す。

× × × × ×

⑩
石川駒踊り等、現在活動している団体等を支援するとともに、発表の場を充
実させます。

○ ○ ○ ○ ○

⑪町無形文化財、県無形文化財への働きかけを積極的に行います × × × × ×

⑫
歴史講演会等への町民の参加を促進するなど、町文化財保護協会の活動を支
援します。

○ ○ ○ ○ ○

⑬関係団体等と連携・協力し、町文化財の保存・活用について検討します。 ○ ○ ○ ○ ○

⑭「菅江真澄」古絵図跡地等の整備を継続します。 × × × × ×

⑮町及び県有形文化財への働きかけを積極的に行います。 × × × × ×

⑯史料調査委員会による古文書研究を進めます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑰
町文化財保護協会等と連携しながら歴史・文化資料の調査研究等を進めま
す。

○ ○ ○ ○ ○

総評 ○ ○ ○ ○ ○

施策・事業
◎重点実施、〇実施、×未実施、－コロナ禍により中止

施策・事業
◎重点実施、〇実施、×未実施、－コロナ禍により中止

区
分

区
分

Ⅲ
生
涯
学
習
の
促
進

Ⅳ　

芸
術
・
文
化
活
動
の
振
興
と
伝
統
文
化
・
芸
能
の
保
存
と
継
承
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R3 R4 R5 R6 R7
評価 評価 評価 評価 評価

①スポーツ協会及び加盟団体の活動を支援します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

②スポーツ少年団の組織強化を図り、活動を支援します。 ○ ○ ○ ○ ○

③アスリート等を支援できる体制及び環境づくりを推進します。 ○ ○ ○ ◎ ◎

④
各種スポーツ研修等に人材を派遣し、リーダー及び指導者の育成に努めま
す。

○ ○ ○ ○ ○

⑤スポーツ少年団の研修参加等を支援し、指導者の確保に努めます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑥
各種スポーツ大会やスポーツ教室を開催するとともに、スポーツ団体等の大
会を支援します。

○ ○ ○ ○ ○

⑦総合型地域スポーツクラブ等を支援し、生涯スポーツの普及等を図ります。 ○ ○ ○ ○ ○

⑧スポーツ推進委員等によるスポーツの普及、指導に努めます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑨住民ニーズに応じたニュースポーツの導入を検討します。 ○ ○ ○ ○ ○

⑩高齢者スポーツの普及拡充に努めます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑪スポーツによる健康づくり講座の普及拡充に努めます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑫
スポーツイベント「チャレンジデー」の参加を支援し、スポーツを通した町
づくりを推進します。

－ ○ ○

⑬
既存スポーツ施設の維持管理について、整備計画を立て、適正に実施しま
す。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑭学校体育施設等の開放により、生涯スポーツの普及に努めます。 ○ ○ ○ ○ ○

⑮
町内レクリエーション施設の適正な維持管理に努め、町民の健康増進の場と
します。

○ ○ ○ ○ ○

総評 ○ ○ ○ ○ ○

施策・事業
◎重点実施、〇実施、×未実施、－コロナ禍により中止

区
分

Ⅴ　

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
充
実

- 8 -



【成果目標】

※成果目標の評価指標：R7目標値に対し

○優秀：100％以上　△普通：80％以上100％未満　×不満：80％未満　－：コロナ禍により中止

R3 R4 R5 R6 R7

評価 評価 評価 評価 評価

96% 91% 87% 95% 88%

○ ○ △ ○ △

R3 R4 R5 R6 R7

評価 評価 評価 評価 評価

2講座 1講座 2講座 1講座 4講座

× × × × ○

17,700人 11,000 15,000 15,000 20,746

○ × △ △ ○

3.01冊 3.00冊 3.00冊 2.88冊 3.29冊

△ △ △ △ △

0人 0人 46人 26人 31人

× × ○ ○ ○

R3 R4 R5 R6 R7

評価 評価 評価 評価 評価

18人 20人 20人 20人 19人

△ ○ ○ ○ △

92人 94人 218人 201人 203人

× × ○ ○ ○

R3 R4 R5 R6 R7

評価 評価 評価 評価 評価

未実施 1,452点 930点 970点 856点

－ ○ × × ×

未実施 170人 295人 221人 213人

－ ○ ○ ○ ○

未実施 34人 35人 34人 未実施

－ ○ ○ ○ －

R3 R4 R5 R6 R7

評価 評価 評価 評価 評価

未実施 59% 74.5%

－ △ ○

54% 49% 40% 22% 22%

△ △ △ ×(※) ×(※)

2人 2人 0人 1人 3人

× × × × ○

※町内スポ少団体（2団体）に限る　　　町外スポ少の加入状況を把握できないため

成果目標

○優秀、△普通、×不満

成果目標

○優秀、△普通、×不満

成果目標

○優秀、△普通、×不満

成果目標

○優秀、△普通、×不満

成果目標

○優秀、△普通、×不満

区
分

H28
総合振興後
期計画策定
時(R2)

R7目標

Ⅰａ地域未来塾の受講者率 90％ 93％ 90％

区
分

総合振興前
期計画策定
時(H27)

総合振興後
期計画策定
時(R2)

R7目標

ａ地域課題に向けた研修・講座数 0講座 2講座 4講座

ｂファガス、峰栄館年間利用者数
18,225人
（H26)

24,230人
（R1)

17,000人

ｃ町民一人当たり年間貸出冊数
2.28冊
（H26)

3.8冊
（R1)

3.5冊

ｄ高校生（青少年）ボランティア数
1人
（H26)

17人
（R1)

10人

区
分

総合振興前
期計画策定
時(H27)

総合振興後
期計画策定
時(R2)

R7目標

Ⅲ

ａ生涯学習奨励員数 17人 19人 20人

ｂ公民館講座参加者数
162人
（H26)

161人
（R1)

155人

区
分

総合振興前
期計画策定
時(H27)

総合振興後
期計画策定
時(R2)

R7目標

Ⅳ

ａ文化祭出展作品数 1,787点 1,270点 1,380点

ｂ文化祭芸能発表者数 171人 165人 160人

ｃ歴史講演会等参加者数 22人 80人 30人

区
分

総合振興前
期計画策定
時(H27)

総合振興後
期計画策定
時(R2)

R7目標

Ⅴ

ａチャレンジデー参加率 65.9％ - 70％

ｂスポーツ少年団加入率 86％ 48％ 60％

ｃ
全国レベルで活躍するアスリート
輩出者数

0人 2人 3人

Ⅱ

- 9 -
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第３章 将来像と基本的施策

１ 将来像

『誰もが安心して暮らせるまち』

この将来像を実現するため、第５次八峰町社会教育中期計画では、施策の展開で

３つの基本方針を柱として、社会教育活動を推進します。

○基本理念、将来像、施策大綱説明図

八峰町総合計画の基本理念（R8 ～R17）

総合振興計画の３つの将来像

第５次八峰町社会教育中期計画の基本目標（R8～R12）

誰もが安心して暮らせるまち

施策の展開（基本方針）

Ⅰ 生涯学習の促進 Ⅱ 芸術・文化活動の振

興と伝統文化・芸能の

保存と継承

Ⅲ スポーツ・レクリエー

ション活動の充実

誰もが活躍して

活気あふれるまち

誰もが幸せで

笑顔あふれるまち

誰もが安心して暮らせるまち

自然の力をまちの力に！

八峰、新しい挑戦へ
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２ 施策の展開（基本方針）

Ⅰ 生涯学習の促進

人生をより豊かなものにするために、様々な課題に応じ生涯にわたって学び、

自らの能力を高めていくことが重要です。誰もが生涯にわたり学び、地域の一員

として活動できるよう支援する必要があります。

町では社会教育施設を、町民の学びや交流の場として総合的に整備し、地域社

会の活力の維持及び発展に努めてきましたが、ファガス・峰栄館とも建設から３

０年以上が経過し老朽化してきていることから、施設の改修など適切な維持管理

が課題となっていることから、今後は、生涯学習や文化活動を充実させ、いつで

も学べる環境を整備するため、社会教育施設の集約化・複合化について検討して

いく必要があります。

また、地域の多様な人たちが相互に理解し合い共生できる環境を作っていくた

めに、生涯学習は重要な手段の１つとなります。生涯のいつでも、自由に学習

機会を選択し学ぶことができ、その成果が評価される生涯学習社会の構築を推進

します。

Ⅱ 芸術・文化活動の振興と伝統文化・芸能の保存と継承

芸術・文化活動は、地域で生活をしていく町民に、うるおいとやすらぎ、生き

がいをもたらすとともに、人と人を結び、地域に元気を与え、魅力ある地域づく

りにも寄与するものです

今後は、芸術・文化関連の団体やグループ等の支援をするとともに、町民が芸

術・文化に親しむ機会を提供します。また、芸術分野においてはより一層、学校

と地域が連携した企画に取り組みます。

併せて、伝統文化や文化財の保存・継承に努めます。

Ⅲ スポーツ・レクリエーション活動の充実

スポーツ施設としては、体育館、野球場、土床体育館などが整備されています

が、人口減少や老朽化等により、機能が重複する施設の集約化等について検討す

る必要があります。

また、町民が体力、年齢、目的に応じて、楽しみながらスポーツやレクリエー

ションに親しむ「生涯スポーツ」の拡充を図り、町民の健康で健全な心と体の発

達を促します。特に、幼児期はスポーツに触れることにより、その後の身体づく

りに大きく影響を与えることから、子どもがスポーツに親しむ機会の充実に努め

ます。
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３ 具体的な施策と成果目標

Ⅰ 生涯学習の促進

【具体的な施策】

施策・事務事業名 施策・事業の概要
新・継

の別
期間

事 業

実施者

１）社会教育施設等

の充実

①社会教育施設（ファガス・峰栄館）の

集約化・複合化について検討してまい

ります。

新規 長期 町

②あきた白神体験センター等の施設の

充実を図り、自然体験活動を推進しま

す。

継続 長期 県、町

③図書室の充実を図るとともに、司書を

活用して町民の読書活動を支援しま

す。

継続 長期 町

④移動図書館車の効果的な運用を図り

ます。

継続 長期 町

⑤図書室の育児コーナーの充実とＰＲ

を図ります。

継続 長期 町

２）地域学校協働活

動の充実

①地域学校協働活動の充実に向けて、地

域と学校の連携を図ります。

継続 長期 学校、町

民、町

②地域未来塾を実施します。 継続 長期 学校、町

民、町

③放課後チャレンジ教室の充実を図り

ます。

継続 長期 学校、町

民、町

５）生涯学習の充実 ①町民の学習ニーズにあった講座を企

画、提供します。

継続 長期 町

②障害者の生涯学習講座を企画・提供しま

す。

新規 長期 団体、町

③職員出前講座を充実させます。 継続 長期 町

④ふるさと学習として白神山地の学習

やジオパークの学習等を推進します。

継続 長期 団体、町

⑤自主学習グループ等への支援に努め

ます。

継続 長期 団体、町

⑥ことぶき大学等の支援を行います。 継続 長期 町民、町

⑦ボランティア活動の情報提供、相談体

制の整備を行います。

継続 長期 町民、町
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【施策の成果目標（指標）】

【参考】国立社会保障・人口問題研究所の人口推計

令和７年 ５，８２４人 令和１２年 ５，１５２人（減少率１１．５％）

Ⅱ芸術・文化活動の振興と伝統文化・芸能の保存と継承

【具体的な施策】

指標名
前計画（R7）

目標値

Ｒ６年度

実績値

Ｒ１２年度

目標値

目標設定値の

考え方

a 社会教育施設の

統合・複合化に向

けた協議回数

－ ０回

R8～12 年度ま

での期間

５回

【新規】

八峰町総合計画

b ファガス、峰栄館

年間利用者数
１７，０００人 １５，０００人 １５，３００人

前計画の目標値か

ら人口減少率以上

に減らないことを

目指す

c 町民一人当たり

年間貸出冊数
３．５冊 ２．９冊 ３．５冊

前計画の目標値を

目指す

d 地域未来塾の受

講率
９５％ ９５％ ９５％

前計画の目標値を

目指す

e 生涯学習講座参

加者数
１５５人 ２０１人 ２００人

前計画の目標値か

ら引上げを目指す

f ボランティア数 －

※中高生１０人

－

※中高生２６人
５０人 【新規】

施策・事務事業名 施策・事業の概要
新・継

の別
期間

事 業

実施者

１）芸術・文化に親し

む機会の創出

①町民文化祭を開催します。 継続 長期 団体、町

民、町

②学校と地域が連携した事業に取り組

みます。

継続 長期 団体、町

２）文化財や郷土芸能

の保存と活用

①町指定文化財や記念物の適切な保護

や活用に努めます。

継続 長期 団体、町

民、町

②関係団体等と連携・協力し、町文化

財の保存・活用について検討します。

継続 長期 団体、町

民、町

③石川駒踊り等、現在活動している団

体等を支援します。

継続 長期 団体、町
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【施策の成果目標（指標）】

【参考】国立社会保障・人口問題研究所の人口推計

令和７年 ５，８２４人 令和１２年 ５，１５２人（減少率１１．５％）

Ⅲ スポーツ・レクリエーション活動の充実

【具体的な施策】

指標名 前計画（R7）

目標値

Ｒ６年度

実績値

Ｒ１２年度

目標値

目標設定値の

考え方

ａ学校と地域が連

携した事業数 － － １０回 【新規】

ｂ文化祭出展作品

数

１，３８０点 ９７０点 １，２５０点

前計画の目標

値から人口減

少率以上に減

らないことを

目指す

ｃ文化祭芸能発表

者数 １６０人 ２２１人 ２００人

前計画の目標

値から引上げ

を目指す

施策・事務事業名 施策・事業の概要
新・継

の別
期間

事 業

実施者

１）スポーツ団体の強

化とアスリート等

支援

①スポーツ少年団の組織強化を図り、

活動を支援します。

継続 長期 団体、町

民、町

②アスリート等を支援できる体制お

よび環境づくりを推進します。

継続 長期 団体、町

民、町

２）生涯スポーツの普

及促進

①各種スポーツ大会やスポーツ教室

を開催するとともに、スポーツ団体

等の大会を支援します。

継続 長期 団体、町

民、、町

②住民ニーズに応じたニュースポー

ツ活動を支援します。

継続 長期 団体、町

③スポーツによる健康づくり講座の

普及拡充に努めます。

継続 長期 団体、町

民、町

３）スポーツ施設の充

実

①既存スポーツ施設の維持管理に努

め、機能が重複する施設の集約化に

ついて検討

継続 長期 町
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【施策の成果目標（指標）】

指標名 前計画（R7）

目標値

Ｒ６年度

実績値

Ｒ１２年度

目標値

目標設定値の

考え方

a スポーツ少年団加

入団体数
－ ２団体 ２団体 【新規】

b 全国レベルで活躍

するアスリート輩

出者数

３人 １人 ３人
前計画の目標値

を目指す

c 幼児がスポーツに触
れる機会の提供

－ － ６回 【新規】
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第４章 推進体制と進捗管理

１ 計画の推進体制

本計画の推進にあたっては、国や県、町民、学校、家庭、地域、団体、企業など

と連携しながら取り組みます。

より良い地域社会の実現に向けた施策や事業を推進するため、積極的に社会教育

関係団体、関係機関等との連携を図ります。

２ 計画の評価と進捗管理

計画の進捗状況については、事業の実施状況を毎年度把握し、「八峰町社会教育

委員の会議」等で報告を行い、助言等を経て次年度の取り組みに反映させることと

します。

また、施策の効果を確認し、改善していくため、「計画（Ｐlan）」「実行（Ｄo）」

「調査・評価（Ｃheck）」「見直し（Ａction）」の【ＰＤＣＡサイクル】の中で、

施策・事業の実効性を高めます。
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資料編

１ 八峰町の社会教育施設等

◇八峰町文化交流センター（ファガス） ℡７７－３７００ FAX７４－５２９０

・八森地区の生涯学習の拠点です。各種会議や研修、学習の場を提供しています。町関係

団体には使用料の減免措置もあります。

・ファガス図書室‥絵本や児童書のほか、一般向けの趣味の本や小説、郷土誌などが充実

しています。また、文化勲章を授賞された故日沼賴夫氏から寄贈された本を集めた日沼

賴夫文庫があります。

・シーガル‥だれでも気軽に利用できる談話室です。

◇八峰町文化ホール（ファガス併設） ℡７７－３７００ FAX７４－５２９０

・ファガスに併設されており、公演やイベント等を行います。町関係団体には使用料の減

免措置もあります。

◇峰浜地区文化交流センター（峰栄館） ℡７６－２３２３ FAX７６－２３８７

・八峰町公民館‥各種学習講座、チビッコ公民館など公民館事業を行うほか、各種会議や

研修、学習の場を提供しています。町関係団体には使用料の減免措置もあります。

・峰栄館図書室（こどもとしょかん）‥絵本、大型絵本、児童書、紙芝居などのほか、フ

ァガス同様一般向け図書も充実しております。

◇あきた白神体験センター ℡７７－４４５５ FAX７７－４４５６

・体験型宿泊施設です。海・山・室内の体験メニューのほか、パン作りやソバ打ちなど食

の体験メニューも提供しています。日帰りでもさまざまな体験活動をお手伝いします。

◇峰浜野球場 （窓口：峰栄館）℡７６－２３２３

・公式試合・練習試合に貸出しています。有料です。

※町内小・中学校及び野球連盟主催の大会は無料です。

◇峰浜土床体育館 （窓口：峰栄館）℡７６－２３２３

・テニスやゲートボールなどに貸出しています。有料です。

※町内小・中学校及び体育協会主催の大会は無料です。

※野球練習等の使用はできません。

◇八森土床体育館 （窓口：ファガス）℡７７－３７００

・野球等の練習に貸し出しています。有料です。

◇八森体育館（旧八森中学校体育館） （窓口：ファガス）℡７７－３７００

・バスケットコート２面あり、バスケットボール、バレーボール、卓球、バドミントン等

に利用されています。有料です。
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◇御所の台オートキャンプ場 シーズン中（キャンプ場管理棟）℡７７－２８８３

シーズン外（八峰町観光協会）℡７６－３３２２

・４月１５日～１０月１５日の間営業します。

・オートサイト３０区画、フリーサイト３０区画、管理棟、トイレ、炊事場完備です。

・ハタハタ館、御所の台ふれあい公園、滝の間海岸、ＪＲあきた白神駅に近接しています。

◇八森ぶなっこランド ℡７７－３０８６

・世界自然遺産「白神山地」のインフォメーションセンターと、八峰白神ジオパークをＰ

Ｒするインフォメーション施設があります。

・三十釜渓谷の散策等ができます。

◇ポンポコ山公園 （八峰町観光協会）℡７６－３３２２

・パークセンターをはじめ屋内外の遊具が充実していて、安心して子ども達を遊ばせるこ

とができます。４棟のバンガロー、グラウンドゴルフの利用は有料です。

・八峰町観光協会が指定管理者となって運営しています。休みは第２・４火曜日です。

◇中央公園 （産業振興課）℡７６－４６０５

・屋外バスケットコートやウォーキングコースなどがあります。無料で利用できます。
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２ 第５次八峰町社会教育中期計画策定委員名簿

□策定委員会

氏名 所属

１ 山内 賢也 八峰町社会教育委員の会議（校長会）

２ 伊勢 康介 八峰町社会教育委員の会議（ＰＴＡ連合会）

３ 山本 真 八峰町社会教育委員の会議（スポーツ協会）

４ 高崎 修子 八峰町社会教育委員の会議（婦人会）

５ 小沢 重博 八峰町社会教育委員の会議（社会教育）

６ 木藤 雄介 八峰町社会教育委員の会議（学識経験者）

７ 山内 美春 八峰町社会教育委員の会議（家庭教育）

８ 山本 百合子 八峰町社会教育委員の会議（生涯学習）

９ 小沢 悟 八峰町芸術文化協会

10 佐々木 正憲 八峰町文化財保護協会

11 山本 太志 八峰町スポーツ推進委員の会
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